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 きく分けて，産業用ロボット，医用ロボット，サービスロボットの三 

種類に区分することができる。 
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産業用ロボットとサービスロボットを，JIS では，表 6-2 のように 

定義している。 
 

 

➌ JIS B 0134：2024では， 

ロボットを「プログラムに 

よって動作し，ある程度の 

自律性をもち，移動，マニ 

ピュレーション又は位置決 

めを行う運動機構」と定め 

ている。 
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 うになった。そのため，平成 25 年に規則が一部改正され，ロボットが 

人に危険を与えないしくみを備えていれば，ロボットの周りの安全柵 

を設置する義務がなくなった。これにより，より幅広いロボットと人 

が同じ空間で 
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